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 １１月５日、東京高裁は、銀座支部組合員・大橋照一さんの再雇用を拒否した日

本郵便株式会社に対し、会社の控訴を棄却し、一審の東京地裁判決（定年後も引き

続き雇用関係が存続しているとして原告の請求通り不採用時からの賃金と遅延損

害金を支払え）につづき、大橋さんの訴えを全面的に認める判決を下しました。 

 再雇用を拒否されたのは、２０

１３年年度末でした。大橋さんは

３７年間集配業務に従事し、２０

１３年（平成２５年）３月、定年

退職を迎えました。定年後も「再

雇用」で引きつづき働くつもりで

「高齢再雇用社員選考試験」を受

験しましたが、不採用となりまし

た。 

同年４月１日からは高年齢者

雇用安定法改正により、再雇用者

の選別が許されなくなる直前の

解雇でした。 

  

 会社は、再雇用拒否の理由につい

て、「定年前１年間の人事考課が基準

点に達していない」と主張しました

が、２年前と仕事ぶりが変わらないの

に評価だけを下げるのは「裁量権の範

囲を悦脱した不当なもの」と東京地裁

は断罪しました。会社は、控訴審で「２

年前の評価が間違っていた」と身勝手

な主張をしましたが高裁はこれを排

しました。この裁判では、会社の人事

制度・評価がいかにでたらめであった

かが浮き彫りとなりました。 


